
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計算対象期間における世帯主が納税義務者です 

特別徴収対象の年金にかかる事項を記載しています 

最新の状況は「変更後」「今回決定額」の欄を確認ください 

各被保険者の前年中所得から地方税基礎控除 43万円を差し引いて合計した額 

軽減制度に該当する世帯の区分・軽減額 月割・端数調整の増減額 

今回決定額 前回決定額 

今回決定額 

被保険者番号 

通知書番号 

前回決定額 

【１ページ目（表）】 

【２ページ目（表）】 

今年度の年間決定保険税額は下段の
「今回決定額」に記載の額です 

特別徴収（年金天引き）の場合、記載されます 



 

 

 

「普通徴
収」：納付書
による納付方
法 

「特別徴
収
」
：
年
金
か
ら
の
天
引
き
に
よ
る
納
付
方
法 

「納付年
月
」
：
天
引
き
対
象
年
金
支
給
月 

※国民健康保
険の加入期
間と各納期
限は対応し
ていませ
ん。決定額
を納期回数
で分割して
いるため、
国保加入者
がいない月
であっても
納付が必要
となる場合
がありま
す。 

「普通徴収」：納付書による納付方法 

「特別徴収」：年金からの天引きによる納付方法 

「納付年月」：天引き対象年金支給月 

※国民健康保険の加入期間と各納期限は対応して
いません。決定額を納期回数で分割しているた
め、国保加入者がいない月であっても納付が必
要となる場合があります。 

普通徴収と特別徴収の金額を合計したものが、 

１ページ及び２ページの「今回決定額」です 

「差引納付済額」に０円未満（マイナス）の額
が記載されている場合は、特別徴収での仮徴
収分より課税額が下回ったことにより納め過
ぎとなったことが考えられます。後日、税務
課より還付等の案内を送付します。 

当年度４月から翌年３月までの被保険者ごとの 

有資格者月数及び所得割額・均等割額を記載しています 

「＊」：国保加入者 

「Ｇ」：擬制世帯主（国保加入者でない世帯主のこと） 

 空欄：国保資格なし 

【３ページ目（表）】 

【４・５ページ目（表）】 

納付年月／普通徴収の納期 


